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○茅ヶ崎市自転車駐車場条例 

昭和５６年１２月２４日 

条例第３１号 

改正 昭和５９年１２月２６日条例第３０号 

昭和６２年９月３０日条例第１５号 

平成２年９月２９日条例第１６号 

平成５年６月３０日条例第２１号 

平成７年３月２７日条例第４号 

平成７年１２月２２日条例第２７号 

平成９年１２月２５日条例第２５号 

平成１０年３月２６日条例第４号 

平成１１年１２月２２日条例第１９号 

平成１２年１２月２２日条例第４２号 

平成１５年１２月１８日条例第４０号 

平成１７年３月２８日条例第９号 

平成１７年９月２９日条例第３７号 

平成１８年３月２４日条例第８号 

平成２１年１２月１８日条例第３９号 

平成２３年１２月２０日条例第３９号 

平成２４年１０月１日条例第１９号 

平成２６年６月３０日条例第３０号 

平成２７年７月１日条例第３２号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、茅ヶ崎市自転車駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平９条例２５・平１１条例１９・一部改正） 

（設置、名称及び位置） 

第２条 自転車駐車場を確保することにより、市民の利便に資するため茅ヶ崎市自転車駐車場（以下「駐車場」とい

う。）を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

新栄町第一自転車駐車場 茅ヶ崎市新栄町１３番４５号 

新栄町第二自転車駐車場 茅ヶ崎市新栄町１３番４５号 

新栄町第三自転車駐車場 茅ヶ崎市新栄町１２番１２号 

ツインウェイヴ北自転車駐車場 茅ヶ崎市新栄町３番３４号 

ツインウェイヴ南自転車駐車場 茅ヶ崎市共恵一丁目９番１５号 

幸町自転車駐車場 茅ヶ崎市幸町２１番７号 

幸町第二自転車駐車場 茅ヶ崎市幸町３番２４号 

共恵自転車駐車場 茅ヶ崎市共恵一丁目２番１３号 

本宿町自転車駐車場 茅ヶ崎市本宿町１１番５９号 

（昭５９条例３０・昭６２条例１５・平２条例１６・平５条例２１・平７条例４・平７条例２７・平９条例

２５・平１１条例１９・平１８条例８・平２４条例１９・平２７条例３２・一部改正） 
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（駐車場の管理） 

第３条 駐車場の管理は、指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者をいう。以下同じ。）に行わせるものとする。 

（平９条例２５・一部改正、平１１条例１９・平１２条例４２・平１７条例３７・全改） 

（指定管理者の指定の申請） 

第４条 指定管理者の指定を受けようとする者は、申請書に駐車場に係る事業計画書その他規則で定める書類を添え

て市長に申請しなければならない。 

（平１７条例３７・追加） 

（指定管理者の指定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、駐車場の設

置の目的を最も効果的に達成することができると認められる者を指定管理者として指定しなければならない。 

(1) 事業計画による駐車場の管理が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。 

(2) 事業計画書の内容が、駐車場の適切な管理及びその管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

(3) 事業計画書に沿った管理を適正かつ確実に行うことができる人的能力及び物的能力を有するものであること。 

（平１７条例３７・追加） 

（指定管理者の業務） 

第６条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 駐車券の発行に関する業務 

(2) 駐車場の施設及び附属設備（以下「施設等」という。）の維持管理に関する業務 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が定める業務 

（平１７条例３７・追加） 

（休場日） 

第７条 駐車場の休場日は、１月１日から同月３日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、臨時に休場日

に開場し、又は臨時に休場日以外の日に開場しないことができる。 

（平１７条例３７・追加） 

（供用時間） 

第８条 駐車場の供用時間は、午前６時から午後１０時までとする。ただし、ツインウェイヴ南自転車駐車場にあっ

ては、午前７時から午後１０時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、臨時に供用時

間を変更することができる。 

（平１７条例３７・追加、平２４条例１９・一部改正） 

（駐車することができる車両） 

第９条 駐車場に駐車することができる車両は、自転車（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第

１１号の２に規定する自転車をいう。以下同じ。）とする。ただし、次の各号に掲げる駐車場については、当該各

号に定めるとおりとする。 

(1) ツインウェイヴ北自転車駐車場及び本宿町自転車駐車場 原動機付自転車（道路交通法第２条第１項第１０号

に規定する原動機付自転車及びこれに準ずるものとして規則で定める車両をいう。以下同じ。）、自転車及び普

通自動二輪車（道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号）第２条に規定する普通自動二輪車のうち、

側車付きのもの及び総排気量が０．１２５リットルを超えるものを除いたものをいう。以下同じ。） 
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(2) 幸町自転車駐車場及び幸町第二自転車駐車場 原動機付自転車（規則で定める車両を除く。）及び自転車 

（平１１条例１９・追加、平１２条例４２・旧第５条繰上、平１７条例３７・旧第４条繰下・一部改正、平

１８条例８・一部改正、平２１条例３９・全改、平２３条例３９・平２７条例３２・一部改正） 

（利用料金） 

第１０条 駐車場に車両を駐車させる者は、駐車場の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を指定管理者に

納付しなければならない。 

２ 利用料金は、別表第１（次条第１項の規定により定期駐車券を発行する場合における定期駐車券による車両の駐

車に係るものについては、別表第２）に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定める。 

３ 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

４ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

（平１７条例３７・追加） 

（定期駐車券） 

第１１条 指定管理者は、必要があると認めるときは、定期駐車券を発行することができる。 

２ 前項の場合において、定期駐車券によらない駐車に支障のない範囲で発行しなければならない。 

３ 指定管理者は、定期駐車券の発行に当たっては、駐車の場所を特定し、又は優先して駐車することができる旨を

特約することができない。 

（平１１条例１９・追加、平１２条例４２・旧第７条繰上・一部改正、平１７条例３７・旧第６条繰下・一

部改正） 

（超過時間の料金） 

第１２条 定期駐車券の通用期間を超えて車両を駐車した場合における超過時間に対する料金は、第１０条第２項の

規定により別表第１に定める額の範囲内において定めた額とする。 

（平１１条例１９・追加、平１２条例４２・旧第８条繰上、平１７条例３７・旧第７条繰下・一部改正） 

（利用料金の減額） 

第１３条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金（定期駐車券によるものに限る。）の一部を

免除することができる。 

（平１７条例３７・追加） 

（利用料金の不還付） 

第１４条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が災害その他特別の理由があると認めるときは、利

用料金（定期駐車券によるものに限る。）の全部又は一部を還付することができる。 

（平１１条例１９・旧第６条繰下・一部改正、平１２条例４２・旧第１１条繰上・一部改正、平１７条例３

７・旧第１０条繰下・一部改正） 

（定期駐車券の譲渡等の禁止） 

第１５条 定期駐車券は、他に譲渡し、又は貸与してはならない。 

（平１１条例１９・追加、平１２条例４２・旧第１２条繰上・一部改正、平１７条例３７・旧第１１条繰下） 

（損害賠償） 

第１６条 駐車場に車両を駐車させた者は、駐車場の施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、原

状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限

りでない。 

（平１１条例１９・旧第９条繰下・一部改正、平１２条例４２・旧第１５条繰上・一部改正、平１７条例３

７・旧第１２条繰下・一部改正） 
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（入場の制限等） 

第１７条 指定管理者は、駐車する車両が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒み、又は出場を命ずるこ

とができる。 

(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品その他危険物を積載していると認められるとき。 

(2) 駐車場の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。 

（平１２条例４２・追加、平１７条例３７・旧第１３条繰下・一部改正） 

（委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（平１１条例１９・旧第１２条繰下・一部改正、平１２条例４２・旧第１８条繰上、平１７条例３７・旧第

１５条繰下） 

附 則 

この条例は、昭和５７年２月１０日から施行する。 

附 則（昭和５９年条例第３０号） 

この条例は、昭和６０年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６２年条例第１５号） 

この条例は、昭和６２年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２年条例第１６号） 

この条例は、平成２年１１月１日から施行する。 

附 則（平成５年条例第２１号） 

この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。 

（平成５年規則第２９号で平成５年９月１日から施行） 

附 則（平成７年条例第４号） 

この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。 

（平成７年規則第１９号で平成７年５月２０日から施行） 

附 則（平成７年条例第２７号） 

この条例は、公布の日から起算して４月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。 

（平成８年規則第１号で平成８年４月１日から施行） 

附 則（平成９年条例第２５号） 

この条例は、公布の日から起算して４月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。 

（平成９年規則第３９号で平成１０年２月１１日から施行） 

附 則（平成１０年条例第４号） 

この条例は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年条例第１９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に第８条の規定による改正前の茅ヶ崎市自転車駐車場条例の規定により使用の手続をしたもの

については、改正後の茅ヶ崎市自転車駐車場条例（以下「新自転車駐車場条例」という。）の相当規定の手続とみ

なし、新自転車駐車場条例を適用する。 
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附 則（平成１２年条例第４２号）抄 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年条例第４０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年条例第９号）抄 

この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年条例第３７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 指定管理者の指定のために必要な行為は、この条例の施行前においても、改正後の茅ヶ崎市自転車駐車場条例（以

下「新条例」という。）の例により行うことができる。 

３ この条例の施行の日前に改正前の茅ヶ崎市自転車駐車場条例の規定によって発行された定期駐車券で同日以後に

通用期間が満了するものは、新条例の相当規定によって発行された定期駐車券とみなす。 

４ この条例の施行の日前に納付された使用料の還付については、なお従前の例による。 

附 則（平成１８年条例第８号） 

１ この条例は、平成１８年７月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 共恵自転車駐車場の指定管理者の指定のために必要な行為は、この条例の施行前においても、改正後の茅ヶ崎市

自転車駐車場条例の例により行うことができる。 

附 則（平成２１年条例第３９号） 

この条例は、平成２２年２月１日から施行する。 

附 則（平成２３年条例第３９号） 

この条例は、平成２４年２月１日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第１９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年条例第３０号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。ただし、附則第６項及び第８項の規定は、公布の日から施行

する。 

（利用料金の承認に係る経過措置） 

６ 第４条、第７条、第８条、第１０条、第１１条、第１３条から第１７条まで、第２０条及び第２２条に規定する

それぞれの条例の規定により指定管理者の指定を受けた者は、施行日前においても、第４条、第７条、第８条、第

１０条、第１１条、第１３条から第１７条まで、第２０条及び第２２条の規定による改正後のそれぞれの条例の規

定の例により、施行日以後における当該それぞれの条例に規定する施設の利用に係る料金について、市長の承認を

受けることができる。 

（定期駐車券の発行に係る経過措置） 

８ 茅ヶ崎市自転車駐車場又は茅ヶ崎市駐車場の指定管理者の指定を受けた者は、施行日前においても、第７条の規

定による改正後の茅ヶ崎市自転車駐車場条例又は第８条の規定による改正後の茅ヶ崎市駐車場条例の規定の例によ

り定期駐車券を発行することができる。 

附 則（平成２７年条例第３２号） 



6/6 

１ この条例は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。ただし、次

項の規定は、公布の日から施行する。 

（平成２７年規則第５１号で平成２７年１２月１日から施行） 

２ 指定管理者の指定その他指定管理者による幸町第二自転車駐車場の管理のために必要な行為は、この条例の施行

前においても、改正後の茅ヶ崎市自転車駐車場条例の規定の例により行うことができる。 

別表第１（第１０条、第１２条関係） 

（平１２条例４２・全改、平１７条例３７・平２１条例３９・一部改正） 

車両の種類 単位 金額 

自転車 １台１回 １００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

２００円 

別表第２（第１０条関係） 

（平１２条例４２・平１７条例３７・全改、平２１条例３９・平２６条例３０・一部改正） 

１ 月の初日から使用することができる場合 

車両の種類 単位 一般 学生 

自転車 １台１月 １，５４０円 １，２３０円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

２，５７０円 

備考 

１ 「一般」とは、学生以外の者をいう。 

２ 「学生」とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、短期大学、大学、専門学校又は

各種学校に在学する児童、生徒若しくは学生又はこれらに準ずる者及び小学校に就学するまでの者をいう。 

２ 月の初日から使用することができない場合 

車両の種類 単位 使用することができる日数 

２１日以上 １１日以上２１日未満 １１日未満 

自転車 一般 １台 １，５４０円 １，０２０円 ５１０円 

学生 １，２３０円 ８２０円 ４１０円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

２，５７０円 １，７４０円 ８７０円 

備考 「一般」及び「学生」とは、１の項の表備考１及び備考２に規定する一般及び学生をいう。 

 


